
   綾瀬市食料支援団体活動支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活困窮者等の食に関する支援ニーズに対応するため、生活困

窮者等に食料支援等を行う団体（以下「食料支援団体」という。）に対し、綾瀬市

食料支援団体活動支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、

綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象団体） 

第２条 補助金の交付の対象となる団体（以下「対象団体」という。）は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に活動拠点を有すること。 

(2) 営利を目的としていないこと。 

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。 

(4) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第２号に規定す

る暴力団でない、及び構成員に同条第４号に規定する暴力団員等を含まないこと。 

（補助金交付の対象事業） 

第２条の２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、市内

において実施する事業とし、本市に居住する生活困窮者等を対象とした食料支援活

動を行う事業又は新たな食料支援団体の立ち上げ、若しくは既存の食料支援団体の

事業を支援する事業とする。 

２ 前項の規定における食料支援活動は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 原則月に１回以上活動していること。（市長がこれに相当する頻度で活動して

いると認める場合を含む。） 

 (2) １回当たり概ね１０人以上を対象としていること。 

 (3) 食品衛生法（昭和２２年法律２３３号）、関係法令その他通知等に基づく適切

な衛生管理体制を整備していること。 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、別表に定める当該

年度に実施する補助事業に要する経費とする。 



２ 前項の規定にかかわらず、この要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受け

る経費は、対象経費としない。 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、対象経費の合計額とし、当該年度につき１団体当たり１０万

円を上限とする。 

２ 前項の規定による補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り捨てるものとする。 

（補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする団体は、食料支援団体活動支援補助金交付

申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、補助

を受けようとする年度の補助事業を完了する日の１月前までに提出しなければなら

ない。 

(1) 食料支援団体活動支援補助金収支予算書（第２号様式） 

(2) 食料支援団体活動支援補助金事業計画書（第３号様式） 

(3) 団体の規約、会則又は定款 

(4) 役員名簿 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定し、食料支援団体活動支援補助金交付決定通知書（第４

号様式）により決定の内容を申請団体に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第７条  規則第８条第１項の市長の定める期日は、交付の決定を受けた日から起算し

て１５日以内とする。 

（中止等の承認） 

第８条  規則第６条第２号の規定による承認を受けようとするときは、食料支援団体

活動支援補助金中止（廃止）承認申請書（第５号様式）に中止又は廃止の理由を記

載し、関係書類を添えて市長に提出するものとする。 

 （変更交付の申請） 

第９条 第６条の規定による交付の決定を受けた対象団体は、補助金の交付申請額を

変更しようとするときは、食料支援団体活動支援補助金変更交付申請書（第６号様



式。以下「変更申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなけ

ればならない。 

(1) 食料支援団体活動支援補助金収支予算書（第２号様式） 

(2) 食料支援団体活動支援補助金事業計画書（第３号様式） 

（変更交付の決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、食料支援団体活動支援補助金変更交付

決定通知書（第７号様式）により決定の内容を対象団体に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１１条  第６条の規定による交付の決定を受けた対象団体は、規則第１１条第２項

に規定する補助金等交付請求書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の提出があった日から起算して３０日以内に概算払いにより補助金

を交付するものとする。 

（実績報告） 

第１２条  補助金の交付を受けた対象団体は、当該年度の補助事業が完了したときは、

食料支援団体活動支援補助金実績報告書（第８号様式。以下「実績報告書」という。

）に食料支援団体活動支援補助金収支決算書（第９号様式）及び対象経費の支出の

事実が分かるもの（領収書等）を添えて、事業が完了した日から起算して３０日以

内又は４月３０日のいずれか早い時期までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、

食料支援団体活動支援補助金額確定通知書（第１０号様式）により対象団体に通知

するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条  市長は、次の各号のいずれかの事由により補助金の返還を命じるときは、

食料支援団体活動支援補助金返還決定通知書（第１１号様式）により通知を行うも

のとする。 

 (1) 規則第１４条の規定に該当したとき。 

(2) 前条第２項の規定により補助金の額が確定したことにより返還額が生じたとき。 

２ 補助金の返還の期限は、返還決定の日から起算して３０日後の日又は５月３１日

のいずれか早い日までとする。 



（書類の整備等） 

第１４条 補助金の交付を受けた対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らか

にした書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保

管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業が完了した日の属する年度の翌年度か

ら起算して、５年間保存するものとする。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に

定める。 

   附 則  

 この要綱は、令和４年１０月４日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

 １ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この要綱の施行の日前に申請した補助金については、改正後の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 ３ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な整理をして使

用することができる。 



別表（第３条関係） 

経費 内容 

食材費 食料支援活動で提供する食材の調達に係る経費 

消耗品費 消耗品等（５万円未満の物品に限る。）の購入に係る経費 

備品購入費 備品（５万円以上の物品に限る。）の購入に係る経費 

光熱水費 電気代、ガス代及び水道代 

通信費 通信費、郵送代、ホームページ管理経費等 

印刷製本費 チラシ、パンフレット等印刷物作成経費 

保険料 保険掛け金及びボランティア保険掛け金 

使用料及び賃借料 会場使用料及び機器のレンタル料 

報償費 講演会、講習会、研修会等の講師謝礼金品 

その他経費 上記のほか、食料支援活動に必要と認められる経費 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）綾瀬市長 

 

                             所 在 地 

                  団 体 の 名 称 

                  代表者職・氏名 

 

綾瀬市食料支援団体活動支援補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり関係

書類を添えて申請します。 

補助事業の区分 食料支援活動   ・   団体支援活動 

綾瀬市における 

主な活動拠点 

綾瀬市 

連絡先 
担当者氏名： 

電 話 番 号：     （   ） 

構成員数        人 

活動開始年月      年    月 

活動目的及び活動内容 

（活動頻度等具体的に記入） 

 

活動目的内に政治活動又は宗教活動を     □ 含む。   □ 含まない。 

団体の構成員に暴力団関係者を        □ 含む。   □ 含まない。 

補助金交付申請額         千円 



第２号様式（第５条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金収支予算書 

 

団体の名称                               

 

１ 収入の部                          （単位：円） 

科目 予算額 説   明 

   

   

   

   

   

収入合計(A)   

２ 支出の部                          （単位：円） 

科目 予算額 
補助金 

充当予定額 
説   明 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

支出合計(B)    

収入(A)－支出(B)＝０円  



第３号様式（第５条関係） 

   

食料支援団体活動支援補助金事業計画書 

 

団体の名称  

活動目的  

活動内容 

活動 

予定日 
活動場所 活動内容 

支援予定 

人数 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

    人 

     人 

     人 

     人 

    人 

    人 



第４号様式（第６条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金交付決定通知書 

 

年  月  日  

 

 

          様 

 

 

綾瀬市長           印 

 

 

  年  月  日付けで申請のありました綾瀬市食料支援団体活動支援補助金の

交付については、綾瀬市食料支援団体活動支援補助金交付要綱第６条の規定により、

次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 交付決定額               円 

 

２ 交付の条件 

 (1) 綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則及び綾瀬市食料支援団体活動支

援補助金交付要綱の規定を遵守し、適正に執行すること。  

 (2) 補助に係る事業を中止又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受

けること。 



第５号様式（第８条関係） 

    

食料支援団体活動支援補助金中止（廃止）承認申請書 

 

                                                            年  月  日 

 

 （宛先）綾瀬市長 

 

                 所 在 地 

                            団 体 の 名 称 

                 代表者職・氏名              

 

    年  月  日付けで交付の決定を受けた綾瀬市食料支援団体活動支援補助

金に係る補助の対象となった事業を中止（廃止）したいので、綾瀬市食料支援団体活

動支援補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 中止（廃止）年月日     年  月  日 

 

２ 中止（廃止）の理由 

 



第６号様式（第９条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金変更交付申請書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）綾瀬市長 

 

                             所 在 地 

                  団 体 の 名 称 

                  代表者職・氏名 

 

年  月  日付けで交付の決定を受けた綾瀬市食料支援団体活動支援補助

金について、補助金交付申請額を変更したいので、綾瀬市食料支援団体活動支援補助

金交付要綱第９条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更の内容 

項目 変更前 変更後 

補助金交付申請額             円             円 

 

２ 変更の理由 



第７号様式（第１０条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日  

 

 

          様 

 

 

綾瀬市長           印 

 

  年  月  日付けで申請のありました綾瀬市食料支援団体活動支援補助金の

変更交付については、綾瀬市食料支援団体活動支援補助金交付要綱第１０条の規定に

より、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 交付決定額             円 

  既交付額              円（    年  月  日交付決定） 

 

２ 変更交付決定による差額 

                    円 

 

３ 交付の条件 

 (1) 綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則及び綾瀬市食料支援団体活動支

援補助金交付要綱の規定を遵守し、適正に執行すること。  

 (2) 補助に係る事業を中止又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受

けること。 



第８号様式（第１２条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金実績報告書 

  年  月  日 

（宛先）綾瀬市長 

                所 在 地 

 団 体 の 名 称 

代表者職・氏名               

年  月  日付けで交付の決定を受けた食料支援団体活動支援補助金に係

る補助事業の実績を報告します。 

補助事業費総額          円 補助金額             円 

活動実績 

活動日 活動場所 活動内容 
支援実績

人数 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 

   人 



第９号様式（第１２条関係） 

  

食料支援団体活動支援補助金収支決算書 

団体の名称                               

１ 収入の部                          （単位：円） 

科目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 
増減 

（Ｂ）－（Ａ） 
増減理由 

     

     

     

     

     

収入合計(C)     

２ 支出の部                          （単位：円） 

補助金 

充当額 
科目 予算額（D） 決算額（E） 

増減 

（E）－（D） 
増減理由 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

支出合計(F)     

※ 各支出項目についての領収書を添付してください。 

収支決算額（収入(C)－支出(F)）＝      円 



第１０号様式（第１２条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金額確定通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

                   綾瀬市長           印 

 

    年  月  日付けで実績報告のあった綾瀬市食料支援団体活動支援補助金

については、綾瀬市食料支援団体活動支援補助金交付要綱第１２条第２項の規定によ

り、次のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

１ 既交付額              円 

２ 確定額               円 



第１１号様式（第１３条関係） 

 

食料支援団体活動支援補助金返還決定通知書 

 

  年  月  日  

  

 様 

 

                   綾瀬市長           印 

 

  年  月  日付けで交付を決定した食料支援団体活動支援補助金については、

綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則第１４条の規定により、次のとおり返

還してください。 

 

 

１ 返還金額                   円 

          （既交付額          円） 

 

２ 返還理由 

 

 


